
地域社会活動支援のための公用車（トラック）の無料貸出制度について 

 

市民の皆様の地域社会活動を支援するため、市内で実施する地域社会活動を行う団

体の方に対し、市所有の公用車を無料で貸し出しいたします。 

 

貸出車両  ・軽トラック 

      ・トラック 

 

対象団体 （１）町内会 

     （２）まちづくり協議会 

     （３）安全、教育、福祉、環境、文化・スポーツ関係団体 

     （４）その他市長が必要と認める団体 

 

使用目的 （１）環境美化活動 

     （２）スポーツ大会その他の催し物で、備品等の運搬 

     （３）その他公共性、公益性のある活動で、市長が必要と認めるもの 

 

     ※営利活動、宗教活動、政治活動等は、貸出できません 

 

使用区域 高浜市内（クリーンセンター衣浦への往復は可） 

 

貸出日時 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

     （ただし、年末、年始を除く） 

     午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

     ※公務にて使用する場合は貸出できません。 

      また、災害等で緊急に使用する場合は貸出を取り消しいたします。 

 

問い合わせ先 

 申請窓口 市役所２階 土木グループ（２５番窓口） 

      詳細については、別添規則をご参照ください。 


















